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項　目　名
課題
番号 検討課題 検討の進め方 検討状況

二人以上の世帯の標
本数の縮減

1
サンプル数減少によるＧＤＰ
推計の精度低下

・ＧＤＰの推計に使用してい
る項目ごとの標本誤差を検証
し、簡易収支調査の項目拡充
による精度低下の縮減可能性
について検討

・都道府県(家計調査担当者)との意見交換では、結果精度の低下に
伴い調査結果が活用されなくなった場合の調査員のモチベーション
低下の可能性や調査員の配置換え等についての考慮が必要との意見
があった。

・当初見直し案におけるサンプル数削減による標準誤差への影響を
試算した結果、現行の家計調査と比較して標準誤差率が大きく拡大
することが分かった。このことから、二人以上の世帯の標本数を大
幅に縮減することは困難と考えられる。
【検討の詳細は資料１－３を参照】

・今回の検討結果により、標本設計を見直すことによって、現行の
標本数を維持しつつ、標本の配分等を見直すことにより、結果精度
を向上させる可能性があることが分かった。このことを踏まえて、
今後は標本設計の改善について、引き続き検討を進める。

2 調査結果の利便性の低下
・利用状況等のニーズを把握
し、個別ユーザーへのヒアリ
ングを実施

・都道府県(家計調査担当者)との意見交換では、単身世帯の調査の
現状については、不在世帯等が多く存在し、二人以上の世帯と比較
して、実施が困難な状況にあるとの意見が多かった。

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

3
ＣＰＩの単身世帯を含む総世
帯のウエイトの作成に支障

・全国単身世帯収支実態調査
の調査結果を用いることによ
り、現在と同程度のＣＰＩの
作成が可能か検証

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

家計調査等の当初見直し案の検討状況について

単身世帯調査の取りや
め
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項　目　名
課題
番号 検討課題 検討の進め方 検討状況

4
必要な調査世帯数の確保が可
能か

・家計消費状況調査の調査世
帯に対して、引き続き詳細な
調査（家計調査）への記入を
依頼した場合の協力度合いを
計るアンケートを実施

・「家計消費状況調査の調査世帯に対する家計調査への協力意向に
関するアンケート」では、家計消費状況調査の調査世帯のうち、引
き続き家計調査に「協力できると思う」と回答した世帯は回答者全
体の21.7%にとどまり、当初見直し案で想定している50％に満たない
ため、当初見直し案の方法により調査を実施した場合、家計簿調査
の必要な調査世帯の確保することは困難と考えられる。
【検討の詳細は資料１－２を参照】

5
簡易収支調査を実施している
民間事業者との連絡等に伴う
事務の複雑化

・想定している事務内容によ
り都道府県及び民間調査機関
での事務の実施が可能か関係
機関へのヒアリングを実施

・都道府県(家計調査担当者)との意見交換では、調査世帯の選定方
法については、当初見直し案では名簿作成の事務の廃止が可能であ
ることからその点は事務負担が軽減されるが、調査期間の短縮化に
伴う調査依頼事務の増加や実施主体が異なることによる民間事業者
との連絡事務の複雑化等を考慮すると最終的には事務負担が増すの
ではないかという意見が多かった。

・以上の結果を踏まえると、当初見直し案において検討している調
査世帯の選定方法により調査を実施することは困難と考えられる。

6
住民基本台帳を活用した抽出
方法の適否

・国勢調査を標本のフレーム
としながら名簿作成時に住民
基本台帳の情報を活用する方
法等について検討

・「簡易収支調査の調査世帯からサンプリング」について、必要な
調査世帯数の確保が困難であることを踏まえて、今後の検討は行わ
ない。

簡易収支調査の調査
世帯からサンプリング
（世帯名簿作成事務の
廃止）
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項　目　名
課題
番号 検討課題 検討の進め方 検討状況

調査期間の短縮
（６か月から２か月へ）

7 継続標本数の減少

・家計消費状況調査の調査世
帯に対して、引き続き詳細な
調査（家計調査）への記入を
依頼した場合の協力可能な調
査期間についてアンケートを
実施
・既存のデータから調査期間
を短縮した場合の時系列的な
安定性について検証を行う
（第３回検討での意見による
追加事項）

・「家計消費状況調査の調査世帯に対する家計調査への協力意向に
関するアンケート」では、現行の家計消費状況調査に引き続き家計
調査に「協力できると思う」と回答した世帯のうち、「６か月ま
で」及び「７か月以上」と答えた世帯が全体の過半数となった。こ
の結果から一概に負担が少ない短期間が好まれるとはいえない結果
となった。
【検討の詳細は資料１－２を参照】

・既存データを用いた調査期間短縮の安定性についての検証では、
現行の６か月から２か月へ短縮することにより、前月比の消費支出
の標準誤差率が1.09倍拡大し、結果精度上大きな影響があることが
分かった。
【検討の詳細は資料１－３を参照】

・以上の結果を踏まえると、家計調査の調査期間を大幅に短縮する
ことは、結果精度確保の観点から困難であると考えられる。

8 調査結果の利便性の低下
・利用状況等のニーズを把握
し、個別ユーザーへのヒアリ
ングを実施

・利用状況については、主に消費者物価指数の作成や食料需給の分
析等へ利用されていることが分かった。重量記入の廃止も含めた記
入方法の合理化について、個別ユーザーへのヒアリング等引き続き
検討を進める。

9
ＣＰＩ生鮮食品の月別ウエイ
トの作成に支障

・家計調査の支出金額と小売
物価統計調査の小売価格の情
報を用いて数量を算出する方
法等により、現在と同程度の
ＣＰＩの作成が可能か検証

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

高額消費調査票の追
加

10 記入者負担の増加

・記入者負担を最小限とする
ため、調査項目について、現
在の家計消費状況調査の高額
消費に関する調査項目から更
に必要な項目を絞り込む等の
検討を行う

・当初見直し案においては、二人以上の調査世帯数を大幅に削減す
ることを検討していることから、購入頻度が少ない高額商品の消費
の実態をより適切に把握するため、高額消費調査票を追加すること
を検討したが、「二人以上の世帯の標本数の縮減」の実現が困難な
状況であり、高額商品・サービスについては、大サンプルの調査で
ある家計消費状況調査によって適切に把握していることから、今後
の検討は行わない。

重量記入の廃止
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項　目　名
課題
番号 検討課題 検討の進め方 検討状況

年間収入調査票及び貯
蓄等調査票の廃止

11
簡易収支調査により代替する
必要性

・簡易収支調査における代替
調査の実施可能性を踏まえて
検討

・当初見直し案においては、家計簿調査の調査世帯を簡易収支調査
の調査世帯から選定することを想定していたことから、簡易収支調
査においても年間収入や貯蓄に関する調査を実施する必要性が高
かったが、「簡易収支調査の調査世帯からサンプリング」の実現が
困難な状況を踏まえて、今後の検討は行わない。

電子家計簿の導入 12
集計時の内容審査及び疑義照
会に係る事務量の増加

・既存の家計簿ソフトや家計
簿サイトを用いて試行調査を
実施し、内容審査及び疑義照
会への事務負担の増加等につ
いて検証を行う

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

公表系列の統廃合等
（月次公表の取りやめ、
主系列の変更）

13 調査結果の利便性の低下
・利用状況等のニーズを把握
し、個別ユーザーへのヒアリ
ングを実施

・家計調査の月次結果は、政府の景気判断を示す月例経済報告にお
ける個人消費の分析等に利用されている。

・都道府県(家計調査担当者)との意見交換では、特段、支障は生じ
ないという都道府県も存在したが、景気動向指数等の作成に活用さ
れている事例もあり、月次結果を取りやめた場合、結果利用に支障
が生じるとの意見があった。

・以上の結果を踏まえると、月次公表を取りやめた場合、政府や都
道府県の景気判断に必要な指標の作成に重大な支障が生じるため、
月次公表を取りやめることは困難である。
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項　目　名
課題
番号 検討課題 検討の進め方 検討状況

家計収支のより正確な
把握方法の導入
（銀行口座等の情報か
ら把握）

14 記入者負担の増加

・記入者負担を最小限とする
ため、銀行口座等の情報から
月に１度の記入により１か月
分の収支が把握可能な方法
等、調査方法について検討を
行う

・当初見直し案においては、家計収支の月次の動向は簡易収支調査
の結果により把握することを想定していたことから、簡易収支調査
においても支出のみではなく収入についても調査事項とする必要性
が高かったが、家計簿調査における「月次公表の取りやめ」の実現
が困難な状況を踏まえて、今後の検討は行わない。

15 サンプル数増加による経費増
・サンプル数を増加させた場
合、どの程度経費が増加する
か具体的な積算等を行い検討

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

16
サンプル数増加による調査委
託先民間事業者確保の一層の
困難化

・想定している調査の規模で
民間調査機関での委託が可能
か民間調査機関へのヒアリン
グを実施

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

年間収入・貯蓄等調査
票の追加

17 記入者負担の増加

・記入者負担を最小限にする
ため、調査票の記入方法につ
いて年収や貯蓄等を階級単位
で把握する等の調査票の簡素
化の検討を行う

・当初見直し案においては、家計簿調査の調査世帯を簡易収支調査
の調査世帯から選定することを想定していたことから、簡易収支調
査においても年間収入や貯蓄に関する調査を実施する必要性が高
かったが、「簡易収支調査の調査世帯からサンプリング」の実現が
困難な状況を踏まえて、今後の検討は行わない。

ＩＣＴに関する調査項目
の削減

18 調査結果の利便性の低下
・利用状況等のニーズを把握
し、個別ユーザーへのヒアリ
ングを実施

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。
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二人以上の世帯の標
本数の拡充
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項　目　名
課題
番号 検討課題 検討の進め方 検討状況

見直し後の調査の実施
時期

19 ２次統計作成部局等への影響

・家計調査結果を用いた２次
統計であるＣＰＩ及び国民経
済計算への影響について、内
閣府及び総務省へのヒアリン
グを実施

・「検討の進め方」欄に記載されている内容について、引き続き検
討を進める。

見直しに伴う地方事務
の変更

20 地方事務負担への影響

・見直しに伴う地方事務への
影響について、調査実施者で
ある都道府県等の意見を聴取
し、事務負担が増大しないよ
う考慮しながら検討を進める

・平成23年度家計調査に関する地方別事務打合せ会において、家計
調査等の当初見直し案の主要事項における実務上の問題点ついて、
都道府県の家計調査担当者との意見交換を行った。
【意見の詳細は課題番号１ 、２ 、５ 及び13の「検討状況」欄を参
照】
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